
平

成

十

年

五

月

二

十

九

日

受

領 
答

弁

第

三

四

号 

      
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

衆
議
院
議
員
北
村
哲
男
君
提
出
小
田
急
小
田
原
線
（
東
北
沢
～
和
泉
多
摩
川
間
）
の
複
々
線
化
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対 

内
閣
衆
質
一
四
二
第
三
四
号 

平
成
十
年
五
月
二
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

橋 

本 
 

太 

郎 

 

一 

 



 

一
及
び
九
に
つ
い
て 

以
降
に
当
時
の
地
方
鉄
道
法
施
行
規
則
（
大
正
八
年
閣
令
第
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
運
輸
大
臣
の
工
事

方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の
認
可
等
を
受
け
て
、
実
施
し
て
い
る
。 

係
る
鉄
道
施
設
の
大
改
良
（
以
下
「
本
件
大
改
良
」
と
い
う
。
）
を
行
う
よ
う
申
出
を
行
い
、
運
輸
大
臣
は
、
改
正
前
の
同 

線
化
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
が
、
鉄
道
事
業
者
と
し
て
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
日 

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
件
大
改
良
に
係
る
工
事
実
施
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
公
団
に
対
し
、
東

北
沢
・
豪
徳
寺
間
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
七
日
に
、
豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩
川
間
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
一
年
一 

右
運
輸
大
臣
の
認
可
等
を
受
け
た
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律

第
九
十
三
号
）
第
百
三
十
条
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
三
号
）
第
二
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
輸
大
臣
に
対
し
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
が
複
々
線
化
事
業
に 

御
指
摘
の
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
小
田
原
線
東
北
沢
・
和
泉
多
摩
川
間
の
複
々
線
化
事
業
（
線
増
部
分
）
（
以
下
「
複
々 

衆
議
院
議
員
北
村
哲
男
君
提
出
小
田
急
小
田
原
線
（
東
北
沢
～
和
泉
多
摩
川
間
）
の
複
々
線
化
事
業
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

(一) 

東
北
沢
・
豪
徳
寺
間
に
つ
い
て 

月
七
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
公
団
が
複
々
線
化
事
業
に
係
る
工
事
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ 

 
る
。 小

田
急
電
鉄
株
式
会
社
は
、
運
輸
大
臣
に
対
し
、
東
北
沢
・
豪
徳
寺
間
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
十
二
日
に
、

豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩
川
間
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
年
十
二
月
三
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
公
団
が
本
件
大
改
良
を
行
う
よ
う
申
し
出

た
。 御

指
摘
の
「
事
業
主
体
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
明
確
に
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
複
々
線
化
事
業
に
係
る
事
実

関
係
は
右
の
と
お
り
で
あ
り
、
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
が
裁
判
等
の
場
で
右
事
実
を
秘
匿
し
た
こ
と
は
な
い
。 

(1) 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

御
指
摘
の
申
出
書
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
十
八
番
十
二
号 

四 

 



 

(6) 

譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
月
日 

(5) 

工
事
の
内
容 

(4) 

工
事
の
区
間 

(3) 

線
名 

(2) 
建
設
又
は
大
改
良
の
別 

ロ 

軌
間 

一
・
〇
六
七
メ
ー
ト
ル 

イ 

動
力 

電
気 

ハ 

そ
の
他 

線
路
及
び
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
認
可
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て 

大
改
良 

行
う
こ
と 

小
田
原
線 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社 

東
北
沢
・
豪
徳
寺
間 

五 

 



 

(二) 

豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩
川
間
に
つ
い
て 

(4) 

工
事
の
区
間 

(3) 

線
名 

(2) 

建
設
又
は
大
改
良
の
別 

(1) 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

(7) 
申
出
の
理
由 

大
改
良 

小
田
原
線 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社 

小
田
原
線
の
輸
送
力
増
強
の
た
め
。 

昭
和
五
十
二
年
三
月
三
十
一
日 

豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩
川
間 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
八
番
三
号 

六 

 



 

二
の
4
に
つ
い
て 

二
の
3
に
つ
い
て 

運
輸
大
臣
は
、
公
団
に
対
し
、
東
北
沢
・
豪
徳
寺
間
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
七
日
に
、
豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩

川
間
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
一
年
一
月
七
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
工
事
実
施
計
画
の
指
示
を
行
っ
た
。 

(7) 

申
出
の
理
由 

(6) 

譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
月
日 

(5) 

工
事
の
内
容 

ロ 
軌
間 

一
・
〇
六
七
メ
ー
ト
ル 

イ 

動
力 

電
気 

ハ 

そ
の
他 
線
路
及
び
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
認
可
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て 

行
う
こ
と 

昭
和
七
十
年
三
月
三
十
一
日 

沿
線
開
発
の
著
し
い
神
奈
川
県
県
央
部
か
ら
都
心
へ
の
輸
送
需
要
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
。 

七 

 



 

(一) 
東
北
沢
・
豪
徳
寺
間
に
つ
い
て 

(5) 

工
事
の
内
容 

(4) 

工
事
の
区
間 

(3) 

線
名 

(2) 

建
設
又
は
大
改
良
の
別 

(1) 
地
方
鉄
道
業
者
の
名
称
及
び
住
所 

御
指
摘
の
工
事
実
施
計
画
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

イ 

動
力 

電
気 

大
改
良 

小
田
原
線 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社 

東
北
沢
・
豪
徳
寺
間 

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
十
八
番
十
二
号 

八 

 



 

(二) 

豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩
川
間
に
つ
い
て 

 
ハ 

そ
の
他
線
路
及
び
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
認
可
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て 

(6) 

工
事
の
完
成
の
予
定
年
月
日 

(3) 

線
名 

(2) 

建
設
又
は
大
改
良
の
別 

(1) 

地
方
鉄
道
業
者
の
名
称
及
び
住
所 

ロ 

軌
間 

一
・
〇
六
七
メ
ー
ト
ル 

大
改
良 

行
う
こ
と 

小
田
原
線 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社 

昭
和
五
十
二
年
三
月
三
十
一
日 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
八
番
三
号 

九 

 



 

三
の
1
に
つ
い
て 

は
、
公
団
は
本
件
大
改
良
に
要
し
た
費
用
を
負
担
し
な
い
。 

公
団
は
、
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
に
対
し
、
本
件
大
改
良
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
公
団
が
自
ら
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
に

よ
り
負
担
し
た
額
を
譲
渡
価
額
と
し
て
、
本
件
大
改
良
を
し
た
鉄
道
施
設
を
譲
渡
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
に 

 

ハ 

そ
の
他 

線
路
及
び
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
認
可
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て

行
う
こ
と 

(6) 

工
事
の
完
成
予
定
年
月
日 

(5) 
工
事
の
内
容 

(4) 

工
事
の
区
間 

ロ 

軌
間 

一
・
〇
六
七
メ
ー
ト
ル 

イ 

動
力 
電
気 

昭
和
七
十
年
三
月
三
十
一
日 

豪
徳
寺
・
和
泉
多
摩
川
間 

一
〇 

 



 

四
に
つ
い
て 

三
の
3
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

複
々
線
化
事
業
に
係
る
工
事
に
要
し
た
費
用
は
、
御
指
摘
の
区
間
ご
と
に
は
区
別
し
て
い
な
い
が
、
平
成
九
年
度
末
現
在

で
、
東
北
沢
・
世
田
谷
代
田
間
に
つ
い
て
は
百
四
十
一
億
円
（
う
ち
用
地
費
が
百
三
十
八
億
円
、
工
事
費
が
三
億
円
）
、
世 

御
指
摘
の
複
々
線
化
事
業
に
係
る
工
事
に
充
当
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
を
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
が
特
定
都

市
鉄
道
整
備
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
都
市
鉄
道
工
事

の
工
事
費
の
支
出
等
と
し
て
公
団
に
対
し
支
払
い
、
残
額
を
公
団
が
資
金
運
用
部
資
金
及
び
民
間
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ

並
び
に
鉄
道
建
設
債
券
の
発
行
に
よ
り
自
ら
調
達
し
て
い
る
。 

田
谷
代
田
・
喜
多
見
間
に
つ
い
て
は
一
千
一
億
円
（
う
ち
用
地
費
が
八
百
二
十
一
億
円
、
工
事
費
が
百
八
十
億
円
）
、
喜
多 

見
・
和
泉
多
摩
川
間
に
つ
い
て
は
三
百
九
十
億
円
（
う
ち
用
地
費
が
百
五
十
一
億
円
、
工
事
費
が
二
百
三
十
八
億
円
）
と
な

る
と
見
込
ん
で
い
る
。 

用
地
費
は
、
複
々
線
化
事
業
に
係
る
工
事
に
要
す
る
費
用
に
含
ま
れ
る
。 

一
一 

 



 

五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

が
、
既
譲
渡
の
用
地
及
び
鉄
道
施
設
の
所
有
権
は
公
団
に
帰
属
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
公
団
が
附
帯
事

業
に
よ
り
建
設
及
び
管
理
す
る
事
務
所
、
店
舗
等
は
存
在
し
な
い
。
な
お
、
公
団
は
、
工
事
の
施
行
の
た
め
必
要
に
応
じ
て

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
の
土
地
を
無
償
で
使
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
土
地
の
使
用
に
つ
い
て
占
有
権
が
公
団
に
帰
属

す
る
こ
と
が
あ
る
。 

複
々
線
化
事
業
に
係
る
用
地
及
び
鉄
道
施
設
は
、
三
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
工
事
完
成
後
に
公
団
が
小
田
急

電
鉄
株
式
会
社
に
譲
渡
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
未
譲
渡
の
用
地
及
び
鉄
道
施
設
の
所
有
権
は
公
団
に
帰
属
し
て
い
る 

複
々
線
化
事
業
に
関
し
て
、
取
得
し
た
用
地
の
管
理
並
び
に
鉄
道
施
設
の
建
設
及
び
管
理
は
一
及
び
九
に
つ
い
て
で
述
べ

た
工
事
実
施
計
画
の
内
容
と
し
て
含
ま
れ
る
が
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
所
、

店
舗
等
の
建
設
及
び
管
理
（
以
下
「
附
帯
事
業
」
と
い
う
。
）
は
同
計
画
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
公
団
が
運 

輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
計
画
し
、
実
施
し
て
い
る
附
帯
事
業
は
な
い
。 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
都
市
高
速
鉄
道
と
し
て
都
市
計
画
決
定
さ
れ 

一
二 

 



 

七
に
つ
い
て 

日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の
工
事
実
施
計
画
の

指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
団
が
鉄
道
施
設
の
建
設
又
は
大
改
良
を
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
公
団
及
び
当
該
鉄
道
施
設
の

建
設
又
は
大
改
良
に
係
る
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
建
設
又
は
大
改
良
の
実
施
の
方
法
等
に
つ
い
て
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
建
設
又
は
大
改
良
に
係
る
工
事
の
施
行
を
公
団
が
当
該
鉄
道
事
業
者
に
委
託

す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
建
設
又
は
大
改
良
の
実
施
の
方
法
に
係
る
事
柄
と
し
て
協
議
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。 

た
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
小
田
原
線
の
東
北
沢
・
和
泉
多
摩
川
間
で
行
わ
れ
て
い
る
線
増
連
続
立
体
交
差
化
に
関
す
る
事
業

の
う
ち
、
鉄
道
施
設
の
増
強
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
事
業
（
御
指
摘
の
「
連
続
立
体
交
差
化
事
業
」
）
は
、
都
市
計
画
事 

業
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
複
々
線
化
事
業
を
含
む
鉄
道
施
設
の
増
強
部
分
に
係
る
事
業
は
、
都
市
計
画
事
業
と
し
て

施
行
さ
れ
て
い
な
い
。 

な
お
、
本
件
大
改
良
に
お
い
て
は
、
当
該
協
議
の
当
事
者
は
、
公
団
及
び
鉄
道
事
業
者
で
あ
る
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
で

あ
り
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
当
該
当
事
者
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。 

一
三 

 



 

 

一
四 

八
に
つ
い
て 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
小
田
原
線
の
東
北
沢
・
和
泉
多
摩
川
間
に
つ
い
て
は
、
都
市
高
速
鉄
道
第
九
号
線
と
し
て
都
市
計

画
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
計
画
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八 

号
）
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
は
、
都
市
高
速
鉄
道
に
関
す
る
都
市
計
画
に
は
種
類
、
名
称
、
位
置
、
区
域
及
び
構

造
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
施
行
者
は
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
。 


